
所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

私学振興課
私立高等学校等就学支援
金支給業務委託契約

令和8年3月24日 学校法人福岡大学
福岡市城南区七隈８丁
目１９-１

3,467,740円

　高等学校等就学支援金は、高等学校等の設置者が受給権者に
代わって受領することとなっている（高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第７条）。よって、就学
支援金の支給事務についても各々の学校設置者に委託すること
により当該事務を適正かつ確実に実施することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

修学支援係 092-643-3139

私学振興課
私立高等学校等就学支援
金支給業務委託契約

令和8年3月24日 学校法人東福岡学園
福岡市博多区東比恵２
丁目２４－１

2,567,170円

　高等学校等就学支援金は、高等学校等の設置者が受給権者に
代わって受領することとなっている（高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第７条）。よって、就学
支援金の支給事務についても各々の学校設置者に委託すること
により当該事務を適正かつ確実に実施することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

修学支援係 092-643-3139

私学振興課
私立高等学校等就学支援
金支給業務委託契約

令和8年3月24日 学校法人都築学園
福岡市南区玉川町２２－
１

3,714,460円

　高等学校等就学支援金は、高等学校等の設置者が受給権者に
代わって受領することとなっている（高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第７条）。よって、就学
支援金の支給事務についても各々の学校設置者に委託すること
により当該事務を適正かつ確実に実施することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

修学支援係 092-643-3139

私学振興課
私立高等学校等就学支援
金支給業務委託契約

令和8年3月24日
学校法人福岡工業大
学

福岡市東区和白東３丁
目３０－１

2,198,640円

　高等学校等就学支援金は、高等学校等の設置者が受給権者に
代わって受領することとなっている（高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第７条）。よって、就学
支援金の支給事務についても各々の学校設置者に委託すること
により当該事務を適正かつ確実に実施することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

修学支援係 092-643-3139

私学振興課
私立高等学校等就学支援
金支給業務委託契約

令和8年3月24日
学校法人九州中村高
等学園

福岡市東区香椎駅東２
丁目２２－１

2,074,180円

　高等学校等就学支援金は、高等学校等の設置者が受給権者に
代わって受領することとなっている（高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第７条）。よって、就学
支援金の支給事務についても各々の学校設置者に委託すること
により当該事務を適正かつ確実に実施することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

修学支援係 092-643-3139

私学振興課
私立高等学校等就学支援
金支給業務委託契約

令和8年3月24日
学校法人九州産業工
学園

筑紫野市紫２丁目５－１ 2,377,140.円

　高等学校等就学支援金は、高等学校等の設置者が受給権者に
代わって受領することとなっている（高等学校等就学支援金の支
給に関する法律（平成２２年法律第１８号）第７条）。よって、就学
支援金の支給事務についても各々の学校設置者に委託すること
により当該事務を適正かつ確実に実施することができるため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

修学支援係 092-643-3139
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